介護老人福祉施設(定員30人以上)の新規指定申請について

(1)介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の指定申請を行う場合、別紙[介護老人福祉施設指定申請
書類一覧]に記載の書類が必要になります。
(2)指定を受けるまで入所者を受け入れることはできません。開設までのタイムスケジュールを勘案の上、
事前相談を含め余裕をもって申請してください。

例4月1日開所の場合
開所の3月前:大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課に事前相談
2月10日:指定申請(開設日の2月前までに申請が必要)
2月15日:建物検査・消防検査
3月1日:検査済証入手(主な備品の納入)
3月5日:竣工・認可検査
4月1日:施設指定(入所者受入れ開始)

定款に社会福祉事業として当該施設が登載されていることが前提となりますので、新規法人の場合は既に登載されているかと思われますが、既存法人の場合は、申請前に定款変更できるように事前に手続きをしてください。
もし、上記タイムスケジュールが大幅に遅れ、申請が3月中旬以降となれば、施設指定日は5月1日となり、入所者の受入れもこれ以降しかできません。
従って、入所希望者に対して安易に受入開始日の約束をしないようご注意ください。
(3)各項目の書類の前には白紙を入れて、そこに必ずインデックスを付けてください。
(4)差し替えがしやすいようなファイルを使ってください。
(5)ファイルの表と背には「特別養護老人ホーム〇〇荘指定申請書」と表題を記入してください。
(6)〔指定申請書類一覧〕に記載の書類は2部作成し、1部は施設の控えにしてください。
(7)書類はすべてA4サイズにしてください。(平面図は除く)
(8)すべての書類が完備するまで申請書類の受理はできません。
提出していただいた書類に不備があれば差し替える必要があり、その間は、正式な受理となりません。
従いまして、できるだけ早期に書類を整えて高齢施設課までに事前相談にお越しください。
(遅くとも開所の2か月前(4月1日開所の場合は1月末日))
(9)併設する通所介護などの居宅サービス事業所に係る指定申請については、別途手続きが必要です。
介護保険課(指定・指導グループ)へご相談ください。
(10)大阪市条例により、指定介護老人福祉施設(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)事業に
ついて、手数料をご負担いただくこととなりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいた
します。











　別紙〔介護老人福祉施設指定申請書類一覧〕
	書類番号
	必要書類

	１
	(1) 指定（許可）申請書　様式第１号（１）
(2)役員名簿(※法人の役員が5名を超える場合に限る)
(3)介護老人福祉施設の指定等に係る記載事項　付表第１号（１５）
(4)当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧　標準様式７

	２
	(1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表　及び添付資料
(2)処遇改善加算届出書　　別紙様式２－１及び別紙様式２－２

	３
	(1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表　標準様式１-８
(2) 組織体制図

	４
	(1)施設位置図

	５
	(1)法人許可証

	６
	(1)申請者の定款・寄附行為等

	７
	(1)法人登記簿謄本等

	８
	(1)誓約書　標準様式６

	９
	(1)財産目録等

	10
	(1)建物検査済証の写し
(2)昇降機検査済証の写し

	11
	(1)消防設備検査済証の写し

	12
	(1)土地登記簿謄本
(2)建物登記簿謄本(※建物登記が完了していない場合、建物所有権保存登記誓約書)

	13
	(1)地籍図

	14
	(1)建物平面図
(2)建物立面図

	15
	(1)事業所の部屋別面積一覧表
(2)事業所の設備等に係る項目一覧表

	16
	(1)併設施設の概要
(2)共用部分における利用計画の概要

	17
	(1)開設年度事業計画書（入所計画等）

	18
	(1)施設会計予算書

	19
	(1)就業規則
(2)給与規程
(3)旅費規程
(4)経理規程

	20
	(1)運営規程　　　　　① 介護老人福祉施設　　　　※②及び③については、各サービス
(2)重要事項説明書　　② 短期入所生活介護　　　　　内容を明確に切り分けていれば、
(3)契約書　　　　　　③ 介護予防短期入所生活介護　一本化して差し支えない。

	21
	(1)食費・居住費の設定に係る計算書(積算根拠がわかるもの)
(2)食事委託契約書等（※委託の場合に限る）

	22
	(1)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要　標準様式５

	23
	(1)協力医療機関に関する届出書
(2)当該医療機関等の診療科目や施設との位置関係がわかるもの(バンフレット等)

	24
	(1)主な職員の経歴書（管理者等人員基準に該当する者）
(2)免許証棟等資格を証する書類の写し

	26
	(1)診療所開設許可証の写し

	27
	(1)施設パンフレット




※短期入所生活介護。介護予防短期入所生活介護事業を併設する場合、上記の書類とは別に以下の書類も併せて提出してください。
	書類番号
	必要書類

	１
	(1)指定（許可）申請書　様式第１号（１）
(2)役員名簿(※法人の役員が5名を超える場合に限る)
(3)短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所の指定等に係る記載事項
付表第１号（９）

	
	(1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表　及び添付資料
(2)処遇改善加算届出書　　別紙様式２－１及び別紙様式２－２

	２
	(1)申請者の定款・寄附行為等

	３
	(1)法人登記簿謄本等

	４
	(1)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要　標準様式５

	５
	(1)老人居宅生活支援事業開始届

	６
	(1)誓約書　標準様式６






【厚生労働大臣が定める様式について】
厚生労働省ホームページ
「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化」
「令和６年度介護報酬改定について」

大阪市ホームページ
「介護保険サービスに係る変更等の様式について」
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